
船舶事故調査報告書 

令和元年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成３１年４月２７日 １４時４０分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港第２区十四日元町
と よ ひ も と ま ち

浮桟橋 

堂ケ迫
ど う がさ こ

四等三角点から真方位１２０°８２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.５′ 東経１３３°１２.３′） 

事故の概要  旅客船第２歌戸
う た と

丸は、着桟操船中、桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 令和元年５月９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 第２歌戸丸、１９トン 

 ２７３－９７２２広島、歌戸運航株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊 

 負傷者 軽傷 １人（旅客） 

 損傷 本船 右舷船首部防舷構造物に凹損を伴う擦過傷 

桟橋 南面外壁に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約２１０cm（尾

道）、潮流 東流約０.６ノット 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、旅客８人を乗せ、遊覧航海の帰

途、十四日元町浮桟橋（以下「本件桟橋」という。）南面への着桟操

船中、船体が東方に圧流されたので、一旦、後進しながら本件桟橋南

面から約１５～２０ｍ離れて着桟体勢を立て直すこととした。 

本船は、船長が、半速力前進で本件桟橋南端の手前約１０ｍまで接

近して主機操縦レバーを中立状態とし、主機操縦レバーを後進に操作

したところ、クラッチが後進に嵌
かん

合せず、前進行きあしを減じること

ができずに本件桟橋南面に接近する状況となった。 

本船は、本件桟橋南面が目前となってクラッチが後進に嵌合したの

で、船長が、主機操縦レバーを全速力後進としたものの、前進行きあ

しが止まらず、右舷船首部が同桟橋南面の外壁に衝突し、その後、船

首ランプドアを降ろして着桟した。 

旅客１人は、本船の右舷前方で椅子に腰を掛けていたところ、衝突

時の衝撃を受けて転倒した。 

船長は、着桟後、安全統括管理者と共に船体及び旅客の状況を確認

したところ、右舷船首部に凹損を認め、安全統括管理者と協議し、 

１６時００分ごろ遊覧航海を中止した。 

安全統括管理者は、１９時００分ごろ旅客１人から本事故発生時に

右舷前方の椅子から転倒して負傷した旨の申出を受け、２１時ごろ海



上保安庁に本事故の発生を通報した。 

船長は、着桟態勢を立て直す際、ふだん最微速前進として本件桟橋

南面に接近するところを半速力前進としていたので、主機がふだんよ

り高い回転数となり、クラッチを後進に嵌合できなかったのではない

かと本事故後に思った。 

分析 

 

 本船は、着桟作業中に体勢を立て直す際、船長がふだん最微速前進

として本件桟橋南面に接近するところを半速力前進としたことから、

主機がふだんより高い回転数となってクラッチを後進に嵌合できなく

なり、前進行きあしを減じることができずに同桟橋南面に衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、着桟作業中に体勢を立て直す際、船長がふだん

最微速前進として本件桟橋南面に接近するところを半速力前進とした

ため、主機がふだんより高い回転数となってクラッチを後進に嵌合で

きなくなり、前進行きあしを減じることができずに同桟橋南面に衝突

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・操船者は、自船の性能及び操縦特性を熟知して慎重な操船を行う

こと。 

・船舶事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に通報すること。 

 


